
学校設置者は、休校、学年閉鎖、学級閉鎖等の臨時休業措置が行われた場合は、様式３により、

学校の設置者

インフルエンザ様疾患発生報告の流れ

学校設置者は、休校、学年閉鎖、学級閉鎖等の臨時休業措置が行われた場合は、様式３により、
「連絡の流れ」に基づき、保健所及び関係部局に連絡する。

【連絡の流れ】
①県立学校、私立学校（大学及び短期大学を除く）、市町村立学校（園）
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市町村立学校（園） 保健所市町村教育委員会

スポーツ健康課

②国立大学附属学校（園）、大学、短期大学、高等専門学校

【保健所連絡先】

保健所 保健衛生課国立大学附属学校（園）、大学、短期大学、高等専門学校

・ スポーツ健康課教育事務所

東地方保健所 指導予防課 Tel:017-741-8116 Fax:017-742-7250

弘前保健所 指導予防課 Tel:0172-33-8521 Fax:0172-33-8524

八戸保健所 指導予防課 Tel:0178-27-5111(内397） Fax:0178-27-1594

五所川原保健所 指導予防課 Tel:0173-34-2108 Fax:0173-34-7516

上十三保健所 指導予防課 Tel:0176-23-4261 Fax:0176-23-4246

むつ保健所 指導予防課 Tel:0175-24-1231 Fax:0175-24-3449

青森市保健所 保健予防課 Tel:017-765-5282 Fax:017-765-5283




